
今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会（第１回） 

 

 

【開催日時等】 

○開催日時：平成２６年５月２８日（水）１０：００～１２：００ 

○場   所：総務省６階 ６０１会議室 

○出 席 者：鈴木座長、遠藤委員、小室委員、菅原委員、中川委員、東京都、千葉県習志

野市、愛媛県砥部町、原財務調査課長 他 

 

【議題】 

（１）本研究会の運営方針等について 

（２）本研究会における検討項目（案）について 

（３）議論の進め方及びスケジュール（案）について 

（４）その他 

 

【配付資料】 

資料１ 「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」開催要綱 

資料2-1 公共施設等総合管理計画の策定について 

資料2-2 今後の地方公会計の整備促進について 

資料３  本研究会における検討項目（案） 

資料４  議論の進め方及びスケジュール（案） 

 

○座長の選出 

・鈴木委員を本研究会の座長に選出 

 

○本研究会の運営方針等について事務局より説明（「資料１」関係） 

 

○「公共施設等総合管理計画の策定について」及び「今後の地方公会計の整備促進につい

て」について事務局より説明（「資料2-1」、「資料2-2」関係） 

○上記に係る意見等 

・固定資産台帳と公有財産台帳の一元化の可能性もあるとのことであるが、一元化の方

向性をもう少し示すと、自治体の負担感を減らす方向で考えているというメッセージ

にはなるのではないか。 

・本研究会は基本的に統一的な基準の詳細を詰めるということで、システムの議論はあ

まり関係ないという理解だが、新しい基準を適用するにあたっては、本研究会の議論

をシステムに反映させていくことは必要ではないか。 
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・詳細な基準を定めたとしても、会計基準は自治体によって選択する部分がかなり多い

ため、標準的なソフトウェアを提供するにあたり、カスタマイズがかなり発生するこ

とが想定されるのではないか。 

 → ソフトウェアについては、自治体の事務負担等に配慮しつつ実務研究会とは別に

検討してまいりたい。 

・市町村が集まって公会計の研究会をしても、出席者は財政担当課が多い。財政担当課

は複式簿記が始まる前の事務処理を主に担当しており、複式簿記を実際に行うのであ

れば、会計担当課の協力も必要ではないか。 

・今後、日々仕訳まで想定されているのであれば、会計部門がある程度協力をしないと

難しい部分があり、会計課、財政課が協力して進めていく必要があるのではないか。 

 

○本研究会における検討項目（案）について事務局より説明（「資料３」関係） 

・今後、マニュアルを作成していくに当たっての検討項目について、どのような論点が

あり、本研究会の何回目で議論をするのかについて整理している。 

・検討項目の数が多いため、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」（以下

「報告書」という。）の中でマニュアルにおいて整理すると明示されている論点につい

ては、網掛けにして明示している。 

○上記に係る意見等 

・「Ｑ＆Ａ集」について、質問項目を早めに集計してホームページ等で公開すれば、関連

して出てくる質問もあるため、できるだけ質問項目を吸い上げるような仕組みづくり

が必要ではないか。 

・検討すべき項目が多いため、どういう手順でやっていくのかについて整理が必要では

ないか。また、現在固定資産台帳の整備が進んでいないという状況であり、例えば「固

定資産台帳整備の手引き」から先に作成・公表し、その後、残りの手引きを作成する

などといった順番の整理が必要ではないか。 

・「財務書類作成要領」は後からでも間に合うと思われるが、固定資産台帳については、

これからすぐに資産の洗い出し、棚卸しをしたほうがよいと思われるので、「固定資産

台帳整備の手引き」や「資産評価の手引き」を先に進めていくと、各自治体に早めに

情報提供できるのではないか。 

・固定資産の部分に関して早めに議論するというのについては賛成である。スケジュー

ルでマニュアルの公表は来年１月頃となっているが、固定資産の部分については早め

ることができるのであれば、自治体も定まったものに基づいて処理できるという安心

感があるのではないか。 

・総務省が示している標準的なソフトウェアの開発等の前に、財務書類作成の前提とな

る固定資産台帳整備の準備等を進めるようにお願いするとのことだが、どう準備する

のかというところを早く示さないと、準備の仕方が分からないのではないか。「庁内の
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体制整備」、「計画、準備」、「様式の作成」について具体的に平成26年度内に自治体で

準備を進めてもらい、平成27年度に「資産の棚卸」や「開始時簿価の算定」等を行う

といったような、標準的なスケジュール感や作業の流れを示すと実務において有用で

はないか。 

 

○議論の進め方及びスケジュール（案）について事務局より説明（「資料４」関係） 

・スケジュールについては、今後、月１回程度の開催を予定し、第７回で全体のとりま

とめを行いたい。 

・第２回から第４回までは、「財務書類作成要領」、「固定資産台帳整備の手引き」及び「資

産評価の手引き」について議論することとし、特に「固定資産台帳整備の手引き」及

び「資産評価の手引き」について優先的に議論を行う。 

・第５回と第６回では、「連結財務書類作成の手引き」、「財務書類等活用の手引き」及び

「Ｑ＆Ａ集」について議論することとする。 

○上記に係る意見等 

・実務面での実施可能性という観点を重視するということであるが、実施可能というこ

とでいくと、レベルが低いところでも実施可能ということであり、あまりにも高すぎ

たら今度はついていけないということもあると考えられる。大規模な自治体から非常

に職員数も少ない自治体まで幅広くある中で、ある一定のライン以上のところのもの

にしていく必要があると考えており、落としどころを見据えて議論していくべきでは

ないか。 

・様々な質問については、「Ｑ＆Ａ集」を議論する回でまとめて示してもらい、それらを

整理し議論していくことも必要ではないか。 

・固定資産台帳に係る議論を先に進めていくということであれば、道路をどう取り扱う

かが分かりにくいという自治体が多いと思われるため、分かりやすいフォローが必要

ではないか。 

・小規模な自治体では人数が少ない中でやっていかなければならないということも踏ま

えて進めていくべきではないか。 

・本研究会の回数の割には成果物の量が多くなると思われるが、既存の手引き等、使え

るところはベースにするというやり方になるのではないか。 

・財務書類の指標を目標値に設定するといったことに活用すると記載されており、類似

団体比較や平均比較をしていけば、その目標値の設定に活用できると考えているが、

それらの統計的な把握についても議論すべきではないか。 

- 3 - 

 


